
国際社会と人権
Human Rights in the International Community

１．国連における人権保護・促進メカニズムとは？

世界人権宣言

第一条
すべての人間は、生れながらにして自

由であり、かつ、尊厳と権利とについて
平等である。人間は、理性と良心とを授
けられており、互いに同胞の精神をもっ
て行動しなければならない。

第二条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言

語、宗教、政治上その他の意見、国民的
若しくは社会的出身、財産、門地その他
の地位又はこれに類するいかなる事由に
よる差別をも受けることなく、この宣言
に掲げるすべての権利と自由とを享有す
ることができる。

国連憲章第一条は人権及び基本的自由の尊重を国連の目的として掲げており、国連は、世界の人権

問題への対処、国際的枠組における人権保護・促進に、設立以来取り組んできました。また、２００５年９
月の国連首脳会合では、安全保障、開発と並んで人権が国連の主要な活動の一つとして改めて認知さ
れ、国連における人権主流化の機運が高まっています。この流れをうけ、２００６年３月には、国連が世
界の人権問題により効果的に対処するために、経済社会理事会の下部組織であったそれまでの人権委
員会に替えて人権理事会が設立されました。

国連総会

＊点線部の組織に関しては、

本会議 人権理事会設立から一年以内に

見直すこととなっている。

第３委員会

経済社会理事会

一般セグメント 人権理事会

（ ）社会・人権関係

Ａ規約委員会 発展の権利作業部会

先住問題常設フォーラム 先住民権利宣言作業部会

各種機能委員会 人権状況作業部会（１５０３手続）

（婦人の地位委員会（ＣＳＷ 、 強制的失踪作業部会）

社会開発委員会等） 恣意的拘禁作業部会

Ａ規約選択議定書作業部会

ダーバン宣言フォローアップ作業部会

アフリカ・ディセント作業部会

傭兵使用作業部会

人権理事会諮問委員会

通報作業部会（１５０３手続）

現代的形態の奴隷制に関する作業部会

少数者に関する作業部会

先住民に関する作業部会

司法の運営に関する作業部会

多国籍企業の問題に関する作業部会

社会フォーラム
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国連の人権保護・促進へのアプローチ

（１）人権フォーラムの運用

国連には人権にかかわるテーマや機能毎に、様々な委員会、作業部会が存在します。これらは決議
の採択を通じた相互監視、意思形成の場、また、各国代表団や専門家が各種宣言の策定や調査を行
う場となっています。

（２）人権関連文書の法典化

１９４８年１２月１０日に採択された世界人権宣言を皮切りに、国連では多くの人権文書・人権条約が
策定されてきました。現在主要人権条約と呼ばれるものは６つあり、その他、障害者の権利や強制的失
踪についても条約化に向けて議論が行われています。



◇国連総会（第３委員会）◇

時期：毎年１０～１１月
会期：８週間
場所：国連本部（ニューヨーク）
メンバー：国連全加盟国（１９１カ国）
決議数：６０本前後／年

概略
国連総会が扱う問題は多岐にわたっており、その

多くは総会の6つの委員会（第1～第6委員会）で議

論が行われます。そのうち、人権・社会問題を扱う
のが第３委員会です。
第３委員会では、各国が公式演説を行う一般討

論が実施されます。また、「人権と基本的自由の効
果的享受」、「女性の地位向上」といった議題の下、
テーマ別決議や、国別人権状況決議が採択されま
す。決議に拘束力はありませんが、決議の積み重
ねによって、国際社会の意思や規範が形成されて
いきます。
一般的に人権分野の決議は、総会第3委員会で

採択されたのち総会本会議に提出されます。総会
本会議で再度採択されると、総会決議となります。

◇経済社会理事会◇

時期：毎年７月
会期：４週間
場所：国連本部（ニューヨーク）と国連欧州本部
（ジュネーブ）で年毎に交互に開催
メンバー：総会により選挙される５４カ国

概略
国連憲章第１０章に基づき、国連の主要機関

の一つとして設置されています。その任務・活動
は、経済、社会、文化、教育、保健などの分野の
国際事項について研究と報告を行い、国連総会、
国連加盟国及び関係専門機関に勧告を行い、
また勧告によって専門機関の活動を調整するこ
とにあります。また、人権及び基本的自由の尊
重・遵守を助長するために、勧告を行うこともで
きます。経済社会理事会の下には、下部機関と
して、婦人の地位委員会、社会開発委員会等の
機能委員会や、ＮＧＯ委員会等の常設委員会及
びアジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）等
の地域経済委員会が設置されており、特定の
テーマをめぐって専門的な議論が行われていま
す。
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◇人権理事会◇

沿革
２００５年９月の国連首脳会合において設立が基本合意され、２００６年３月１５日に国連総会

で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関としてジュネーブに設置されまし
た。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力強化のため、
従来の人権委員会に替えて新たに設置されたものです。
理事会は４７ヶ国で構成され、その地域的配分は、アジア１３、アフリカ１３、ラ米８、東欧６、西

欧７です。総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は３年、連続二期
を務めた直後の再選は不可となっています。また、総会の３分の２の多数により、重大な人権
侵害を行った国の理事国資格を停止することができます。

主な任務
・人権と基本的自由の保護・促進及びそのための加盟国への勧告
・大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処及び勧告
・人権分野の協議・技術協力・人権教育等
・人権分野の国際法の発展のための勧告
・各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー（理事国は任期中に右を受ける）

・総会への年次報告書の提出

会期：一年を通じて定期的に会合し、少なくとも年３回
合計１０週間以上の会合を持つ。
場所：国連欧州本部（ジュネーブ）
メンバー：４７カ国

○総会の３分の２の多数により、重大な人権侵害を行った理
事国資格を停止可能。
○理事国の３分の１の要請により特別会期の開催可能。

○委員国の過半数の合意により特別会期の開催可
能。

その他

３年（連続二期直後の再選は不可）３年（再選制限なし）任期

総会で全加盟国の絶対過半数により直接かつ個別に選出経済社会理事会で出席しかつ投票する国の過半数
により選出

選挙方法

アジア１３、アフリカ１３、ラ米８、東欧６、西欧７アジア１２、アフリカ１５、ラ米１１、東欧５、西欧１０地域配分

４７カ国５３カ国理事国数

総会の下部機関
（２００６年総会決議により設立）

経済社会理事会の機能委員会
（１９４６年経済社会理事会決議により設立）

ステータス

国連欧州本部（ジュネーブ）国連欧州本部（ジュネーブ）場所

少なくとも年３回、合計１０週間以上
（一年を通じて定期的に会合）

６週間（３～４月）会期

人権理事会人権委員会

人権委員会と人権理事会の相違点



◇国連人権高等弁務官事務所（ＯＨＣＨＲ）◇

人権高等弁務官事務所は、 1993年の世界人権会議で採択された「ウィーン宣言及び行動計画」に基

づいて創設された国連人権高等弁務官（現職はアルブール元カナダ連邦最高裁判所判事）を長とし、
国連事務局の人権担当部門として機能しています。
同事務所は、人権享受の普遍的な促進、人権に係る国際協力の促進、人権に係る国際的基準の普

遍的実施等の促進などを任務とし、ジュネーブの本部のほか、ニューヨークに連絡事務所、世界約40ヶ
国・地域に事務所その他のフィールド・プレゼンスを有し、技術協力の提供等、人権状況の改善に向け
て努力しています。
また、同事務所は、人権理事会、各種条約委員会等の事務局としても活動しており、委員会で採択さ

れた決議の要請に基づき、各国の人権状況や各種人権の現状等に関する研究や報告書の作成、専門
家への支援等も行っています。

国連の人権フォーラム（総会第３委員会、人権理事会、経済社会理事会等）では、毎年数多く
の決議が採択されています。これらの決議は、安全保障理事会の決議等とは異なり拘束力は
ありませんが、世界の人権問題に対する国際社会の意思形成、相互監視、規範構築の手段と
して、人権の保護・促進において重要な役割を果たしています。

決議には、特定の国の人権状況に着目した国別人権状況決議と特定のテーマに着目した
テーマ別人権状況決議があります。

決議が成立するには、多くの場合、まず主提案国と呼ばれる当該決議のイニシアチブ（草案
作成、各国への根回し等を実施）をとる国が非公式協議を開催します。各国は主に非公式協議
で決議案の文言交渉を行い、決議案は一定の期日までに事務局へ提出されます。加盟国は、
決議の内容が当該国の立場・政策と基本的に合致する場合、共同提案国となることもあり、ま
た、内容や性質に応じて決議への態度（賛成／反対／コンセンサス参加／棄権等）が決まりま
す。

決議の採決は、一般に会期の後半にまとめて行われます。コンセンサスが成立しない場合は、
投票にかけられ、時にはノーアクション動議という、決議案の採決を行わないという提案が投票
にかけられることもあります。

決議の成立にはコンセンサスの成立又は賛成多数が必要になります。

人権フォーラムにおける決議の採択
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２．国連の場で策定された人権条約とその主な条文とは？

１９４８年１２月１０日に国連総会で採択された世界人権宣言を契機に、国連では様々
な人権文書・条約が策定されてきました。現在、主要人権条約と呼ばれるものは６つあ
り、様々な観点から締約国に対し人権保護を要請しています。その他、障害者権利条約
や強制的失踪に関する条約等の条約化についても、各国間で議論が行われています。
また、各条約には、締約国による条約の履行状況を監視する、専門家からなる条約委

員会が存在し、定期的に締約国が提出する政府報告の審査を実施しています。この政
府報告審査制度は、国際社会において人権を保護し、促進していくためのメカニズムと
して、政府間の人権フォーラムでの活動と並んで重要な役割を果たしています。

②市民的及び政治的権利に関する国際規約
（通称：自由権規約、Ｂ規約）

思想・良心・宗教の自由、表現の自由、身体の自
由、集会・結社の自由、移動の自由、参政権等、自
由権的権利の保障を内容としています。１９６６年
に採択、１９７６年に発効し、日本は１９７９年に締
結しました。
Ｂ規約の条約委員会は、１８名の個人資格の専

門家により構成されています。

○
第六条一項

すべての人間は、生命に対する固有の権利を有す
る。この権利は、法律によって保護される。何人も、
恣意的にその生命を奪われない。

第十九条一項
すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権

利を有する。

第二十六条
すべての者は、法律の前に

①経済的、社会的及び文化的権利に関する
国際規約 （通称：社会権規約、Ａ規約）

労働基本権、社会保障等に関する権利、教
育及び文化活動に関する権利等の保障を内
容としており、１９６６年に採択、１９７６年に発
効しました。Ａ規約に定められる権利は、国の
積極的な政策が必要とされるものが中心と
なっており、「漸進的に達成」するための行動
をとることを約束すると規定されています。日
本は１９７９年に締結しました。
Ａ規約の条約委員会は、経済社会理事会

の下部組織として位置づけられており、１８名
の個人資格の専門家により構成されていま
す。 ○

第六条一項
この規約の締約国は、労働の権利を認めるもの

とし、この権利を保障するため適当な措置をとる。
この権利には、すべての者が自由に選択し又は承
諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利
を含む。

第十五条
この規約の締約国は、すべ

ての者の次の権利を認める。
(a) 文化的な生活に参加す
る権利
(b) 科学の進歩及びその利
用による利益を享受する権利
(c) 自己の科学的、文学的
又は芸術的作品により生ずる
精神的及び物質的利益が保護
されることを享受する権利

平等であり、いかなる差別も
なしに法律による平等の保護
を受ける権利を有する。この
ため、法律は、あらゆる差別
を禁止し及び人種、皮膚の色、
性、言語、宗教、政治的意見
その他の意見、国民的若しく
は社会的出身、財産、出生又
は他の地位等のいかなる理由
による差別に対しても平等の
かつ効果的な保護をすべての
者に保障する。© UN Photo #19889 by G. Pirozzi



③女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃
に関する条約 （通称：女子差別撤廃条約）

女子に対する差別が、権利の平等の原則
および人間の尊厳の尊重の原則に反し、社
会と家族の繁栄の増進を阻害するものであ
るとの考えのもとに、各締約国が男女の完
全な平等の達成を目的として、女子に対す
るあらゆる差別を撤廃するために必要な措
置をとることを内容としています。１９７９年
に採択、１９８１年に発効し、日本は１９８５
年に批准しました。
女子差別撤廃委員会は２３名の個人資格

の専門家により構成されています。

○

第六条
一、締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権
利を有することを認める。
二、締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の
範囲において確保する。

第十二条
一、締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童
がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由
に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合に

○
第三条

締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、
社会的、経済的及び文化的分野において、女
子に対して男子との平等を基礎として人権及
び基本的自由を行使し及び享有することを保
障することを目的として、女子の完全な能力
開発及び向上を確保するためのすべての適当
な措置（立法を含む。）をとる。

第六条
締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び

女子の売春からの搾取を禁止するためのすべ
ての適当な措置（立法を含む。）をとる。

④児童の権利に関する条約

１８歳未満を「児童」と定義し、国際人権規
約において定められている権利を児童につ
いても保障し、児童の人権の尊重及び確保
の観点から必要となる詳細かつ具体的な事
項を規定した条約です。１９８９年に採択、１
９９０年に発効し、日本は１９９４年に批准し
ました。
また、 ２００４年、日本は同条約の議定書

である「武力紛争における児童の関与に関
する児童の権利に関する条約の選択議定
書」 を、２００５年に「児童の売買、児童買春

及び児童ポルノに関する児童の権利に関す
る条約の選択議定書」を締結しました。
児童の権利委員会は、１８名の個人資格

の専門家により構成されています。

第十五条二項
締約国は、女子に対

し、民事に関して男子
と同一の法的能力を与
えるものとし、また、
この能力を行使する同
一の機会を与える。特
に、締約国は、契約を
締結し及び財産を管理
することにつき女子に
対して男子と平等の権
利を与えるものとし、
裁判所における手続の
すべての段階において
女子を男子と平等に取
り扱う。

おいて、児童の意見は、
その児童の年齢及び成
熟度に従って相応に考
慮されるものとする。
二、このため、児童は、
特に、自己に影響を及
ぼすあらゆる司法上及
び行政上の手続におい
て、国内法の手続規則
に合致する方法により
直接に又は代理人若し
くは適当な団体を通じ
て聴取される機会を与
えられる。
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⑤あらゆる形態の人種差別の撤廃に関す
る国際条約 （通称：人種差別撤廃条約）

人権及び基本的自由の平等な享有を確
保するため、あらゆる形態の人種差別を撤
廃する政策等を、すべての適当な方法に
より遅滞なくとることなどを主な内容として
おり、１９６５年に採択され、１９６９年に発
効しました。日本は１９９５年に締結してい
ます。
人種差別撤廃委員会は１８名の個人資

格の専門家により構成されています。

○

第一条一項
この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の

色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆ
る区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、
社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野におけ
る平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し
又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有す
るものをいう。

第二条一項
締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の

人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促
進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとるこ
とを約束する。

第七条
締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の

間及び人種又は種族の集団の間の理解、寛容及び友好を
促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形
態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約
の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文
化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置をと
ることを約束する。

⑥拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品
位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
（通称：拷問等禁止条約）

「拷問」を公務員等が情報収集等のために
身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える
行為と定義し、各締約国が「拷問」を刑法上
の犯罪とすることや、そのような犯罪を国際
的な引き渡し犯罪とすること、また、残虐な、
非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等
が公務員等により行われることを防止するこ
となどについて定めている条約です。本条約
は、１９８４年に採択され、１９８７年に発効し
ました。日本は１９９９年に締結しています。
拷問の禁止に関する委員会は１０名の個人

の資格の専門家により構成されています。

○
第一条一項

この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なもので
あるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を
故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から
情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が
行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を
罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強
要することその他これらに類することを目的として又
は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員
その他の公的資格で行動する者により又はその扇動に
より若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるも
のをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛
が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随
する苦痛を与えることを含まない。

第二条
一．締約国は、自国の管轄の下にある領域内において
拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立
法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。
二．.戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公
の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例
外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用するこ
とはできない。
三．上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化す
る根拠として援用することはできない。

For further information…

外務省ホームページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/

国連ホームページ

http://www.un.org/

国連人権高等弁務官事務所ホームページ

http://www.ohchr.org/

人権尊重を基本目的の一つに掲げ
る国連の設立から60年が経過し、国
際社会には様々な人権保護・促進メ
カニズムが存在しています。

しかし、人々の生命・自由にかか
わる深刻な人権侵害は、多様な形で
依然として世界各地に存在し、人権
問題は国際社会が真摯に取り組むべ
き課題であり続けています。

日本も、既存の人権メカニズムを
活用し、また、その発展に寄与しつ
つ、国際社会における人権問題に積
極的に取り組んでいきます。
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